
平成 26 年７月 31 日 

環 境 市 民 会 議 資 料 

環境基本計画改定にあたっての流れ・組織構成について 

※市環境基本条例第５条に基づき、市長が環境基本計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

市民意見 

 

＜ 環境市民会議 ＞ 

 
※条例 市の環境の保全に関する基本的事項について

調査・審議（環境基本計画に関すること、年次

報告書に関すること） 

※構成メンバー 

田畑委員長ほか学識経験者３名、事業者６名、 

市民団体代表６名、公募市民２名、環境部長 

市民組織 

 

＜ 市民ワークショップ ＞ 

 
・無作為抽出（1,000 名）＋公募市民に

よる市民ワークショップを実施。（以

前まで実施したアンケートによる意

見聴取は実施しない予定） 

・９月～10月に実施予定（３回程度） 市民意見 

※ 議会報告は適宜（素案・市案

決定時）実施予定 

環境基本計画 改定（平成 28年３月） 

中間まとめ（市素案）パブコメ  H27.5月 

市原案 パブコメ      H27.12月 

市原案 パブコメ・意見交換会 市民意見 

市素案 パブコメ 市民意見 

 
市民意見のフィ

ードバック 

専門家としての

助言 

など 

 

市素案の提示 

調査結果等の情報

提供  

検討状況報告 

など 

 資料４  

＜ 計画策定体制 ＞ 

事務局 

（環境政策課） 
関係各部署 連携・調整 

環境管理委員会 
 

※要綱 市の環境施策の推進に関する事項の検討・協議 

※構成メンバー 

井上副市長（委員長）、総合政策部長、総務部長、 

財務部長、市民部長、防災安全部長、環境部長、 

健康福祉部長、子ども家庭部長、都市整備部長、 

会計管理者、水道部長、教育部長、議会事務局長 

環境基本計画改定専門部会 
 

※要綱 委員会の指示する事項の調査及び研究（要綱第６条） 

※構成メンバー案 

 環境部長（部会長）、企画調整課長、総務課長、財政課長、 

生活経済課長、安全対策課長、環境政策課長、ごみ総合対

策課長、下水道課長、緑のまち推進課長、地域支援課長、

子ども政策課長、まちづくり推進課長、水道部総務課長、

教育企画課長 

庁内組織 


